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１ 災害の発生前後の大まかな局面について 

 

 災害の発生前から後にかけて、大きく分けて、次のような局面が訪れます。 

（Ｐ１０、１１も参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 災害の発生前後の各局面における役割 

 

 

① 災害警戒・避難準備情報の発令・情報収集 

 

□ 行政からの情報を受け、要援護者支援体制の確保 

  → 行政からの一斉ファックス、松本安心ネット（Ｐ３～４参照）により情報を発信します

ので、確実に情報を受け、速やかに要援護者の支援体制をとる必要があります。 

 

□ サービス利用者への情報伝達 

    → 特に災害情報を容易に受けることができない利用者に対して、確実に情報を伝達

する必要があります。 

 

□ 河川情報、気象警報等の情報収集 

  → テレビ、ラジオ、インターネット等により、最新の災害情報を把握する必要がありま

す。 

 

補足説明  →  Ｐ１７～１８ 

 

【災害の各局面】 

発災 

（風水害等、

事前に予想

できる場合） 

災害警戒・避

難準備情報の

発令・情報収集 

① 
安否確認・救出救助 ② 

避難所設置（緊急入所・福祉避難所設置） ③ 
避難所運営 

 

仮設住宅移行 

発災後 

１週間 

【各局面における福祉事業者の役割】 
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② 安否確認・救出救助・スクリーニング 

□ 職員・組織体制の整備（緊急組織体制） 

 → 日常時から、職員の緊急組織体制を整え、また訓練等を行い、発災後ただちに動くこ

とができる組織体制を立ち上げる必要があります。 

 

□ サービス利用者への安否確認 

□ サービス利用者安否確認情報の市役所（災害対策本部）への報告） 

   → Ｐ５～８の手順によって、施設通所者、ヘルパー利用者などの安否確認を行い、期限

までに市（最寄りの地域づくりセンター）へ報告する必要があります。 

※ 地域住民の協力をより得やすくするために、日常時から「松本市避難行動要支援者

名簿」（Ｐ３１～３２）への登録を促進する必要があります。 

 

□ 初期の状況把握、ニーズ把握 

  → 発災初期の正確な状況や、利用者のニーズを把握し、必要な措置を講ずる必要があ

ります。 

 

□ （必要に応じて）要援護者の救出・救助 

 

□ （必要に応じて）要援護者のスクリーニング  

補足説明  →  Ｐ１９～２４ 

③ 避難所設置（緊急入所・福祉避難所設置） 

□ 体調不良を訴える要援護者の搬送 

 → 避難所等において体調を崩した要援護者を、自施設や福祉避難所へ搬送する必要

があります。 

 

□ （引き続き）サービス利用者の安否確認、避難支援 

 → 安否の未確認者がいる場合、引き続き安否確認をする必要があります。 

 

□ （事前協定に基づく）緊急入所受け入れ 

□ （事前協定に基づく）福祉避難所設置協力・運営 

 → 市との事前協定に基づいて、緊急入所の受け入れと、福祉避難所の設置および運営

をする必要があります。また、デイサービス事業は継続し、被災した要援護者の積極的

な受け入れをする必要があります。 

 

補足説明  →  Ｐ２５～３０、ガイドライン編Ｐ１８～１９ 
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要援護者の安否確認マニュアル 

災害が発生した時、地域の皆さんや行政、福祉事業者の皆さんが、どのように要援護

者の安否確認を進めるのかを、次に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民 

○ 家族や自宅の安全を確認して屋外へ出る。 

○ 近くの人と声をかけ合って無事を確認する。 

○ 救出が必要な人を至急救出して搬送 

○ ３０分過ぎても出てこない人の様子を見に行く。 

→ 被害の大きさなどの状況をみて優先順位を決めて救

出（できれば３時間以内に全ての人を） 

市役所職員 

○ ただちに災害対策本部や医療救護所に集合（被害状況

の把握、安否確認、救出・救助の支援） 

福祉事業者 

○ 各施設等に集合（被害状況の把握、安否確認、

救出・救助の支援） 

災害対策本部 

最寄りの 

地域づくり 

センター 

（要援護者班が 

回収・集計） 

安否確認の結果報告 

一時集合場所 

発 災 

避 難 所 

病院 緊急

入所 

福祉避

難所 

医療救

護所 

ケガ人 

救出・救助 

安否確認 

住民 

○ 自主防災組織の要援護者班が中心となり、避難行

動要支援者名簿等を活用して安否確認 

市役所職員 

○ 障がい福祉課、生活福祉課、高齢福祉課、こども

福祉課、こども育成課、こども福祉課、保育課が、

それぞれの担当要援護者の安否確認 

福祉事業者 

○ 施設利用者、ヘルパー利用者の安否確認 

（避難所生活に支障が生じた人

たちが必要に応じて移動） 

救出・救助 

安否確認 

要援護者班 

※ 緊急入所、福祉避難所についての

詳細はＰ２５～３０のとおり。 

※ 安否確認の報告・集計などについての詳細はＰ５～７のとおり。 

【大地震を想定した安否確認の流れ（大枠のイメージ）】（発災から概ね２週間まで） 
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福祉事業者 

（各種の福祉施

設） 

地 域 住 民 市役所要援護者

班（障がい福祉

課、生活福祉課、

高齢福祉課、こど

も福祉課、保育

課、こども育成

課） 

自主防災組織の要

援護者班 

町会長、隣組長そ

の他 

【安否確認の役割分担と手順（詳細）】 ※ 大枠の流れはＰ５のとおり 

【災害発生時の要援護者の関係図】※安否確認をどのような役割分担で行うかを明確にします。 

【安否確認の報告・集計の流れ】 

発災 

地域住民、行政、

福祉事業所などが

協力して安否確認 

要援護者班から

再配付のリスト

により再度、安否

確認 

要
援
護
者
班
か
ら
再
確
認
者

の
リ
ス
ト
再
配
付 

最終報告 

（３日以内） 

要
援
護
者
班
か
ら
県
に
報
告 

※
未
確
認
者
が
い
る
場
合
は
地

域
に
リ
ス
ト
再
配
付 

１次報告 

（安否確認が一通り済み

次第速やかに） 

災害時は、左図のとおり「避難

行動要支援者で情報提供してい

る者」、「避難行動要支援者で情報

提供していない者（拒否者等）」、

「災害で負傷した者」の３種の要

援護者に対する支援が必要とな

り、どれにも該当しない、元気な

人たち（⑥）が協力し合い、その

方々の支援をします。発災直後、

②④⑤は医療救護所で治療し、そ

の後、症状の度合に応じて、病院、

避難所、福祉避難所等へ搬送しま

す。 

避難行動要支援者で 

情報提供している者 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

市民 

災害で負傷した者 

 

避難行動要支援者で 

情報提供していない者 

（拒否者等） 

要 

援 

護 

者 

班 

に 

１ 

次 

報 

告 

 

要 

援 

護 

者 

班 

に 

最 

終 

報 

告 
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安否確認の 

範囲 

（一応の目安） 

施設入・通所者、

ヘルパー利用者

など 

上図の①② 
近隣（隣組など）

の人 

上図の③④や、そ

れぞれの担当要

援護者 

 

発災直後の 

安否確認 

・自施設で担当す

る要援護者の安

否を確認し、任意

の様式（様式例：次

ページ）で安否確

認リストを作成 

・地域関係者が持

つ避難行動要支援

者名簿の掲載者を

安否確認 

・近隣の人と声を

かけあいながら一

時集合場所へ集合

する中で安否確認 

・救助が必要な人

の情報を行政に伝

える。 

避難行動要支援

者名簿により、安

否確認 

 

１次報告 

 

・安否確認が一通り済み次第速やかに、それぞれの持ち場で作

成した、チェック済みのリストを最寄りの地域づくりセンター

へ届ける。（要援護者班が回収）市役所職員（安否確認に回った者）は、随時、要

援護者班へ持ち込む。 

※所在を確認できなかった人は不明者として、現状を報告する。 

１次集計 
・要援護者班は、提出されたチェック済みリスト、医療救護所の情報（医務班から情

報を受ける）、避難所受付名簿等の突合により集計を行う。 

安否確認リス

ト再配付 

・要援護者班による１次集計の結果(安否不明者のリスト)を配付。（要援護者班

から、１次報告がされたのと同じ地域づくりセンターへ配付す

るので、１次報告者が取りに来る。） 

１次報告の後

から、発災３

日目までに行

う安否確認 

・再配付されたリストにより安否確認（状況に応じて、安否確認の範囲

（一応の目安）に関わりなく、臨機応変の役割分担により安否確認を急ぐ。） 

 

最終報告 

 

・発災から３日目の１２時までに、再配付リストの登載者の全

員を確認し、結果を記入したリストを、最寄りの地域づくりセ

ンターへ届ける。市役所職員（安否確認に回った者）は、期限にこだわらず、

随時、要援護者班へ持ち込む。 

※所在を確認できなかった人は不明者として、必ず期限までに現状を報告す

る。 

最終集計 １次集計と同様 

不明者の捜索 
・要援護者班による最終集計の結果、安否不明者が残る地域については、指揮本部と

協議の上、消防、自衛隊などと連携して捜索 

 

次ページの様式は、下記の期限までに、下記の場所に届ける。 

 

○１次報告・・・・安否確認が一通り済み次第速やかに、 

最寄りの地域づくりセンターまで 

 

○最終報告・・・・発災から３日目の１２時までに、 
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最寄りの地域づくりセンターまで 
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安否確認できた人の名簿 

（福祉施設名：           ） 

No 氏   名 性別 住       所 
避 難 先 

（該当を○で囲む） 

１  
男   

女 
 

自宅 医療救護所 病院 

その他（        ） 

２  
男   

女 
 

自宅 医療救護所 病院 

その他（        ） 

３  
男   

女 
 

自宅 医療救護所 病院 

その他（        ） 

４  
男    

女 
 

自宅 医療救護所 病院 

その他（        ） 

５  
男   

女 
 

自宅 医療救護所 病院 

その他（        ） 

６  
男   

女 
 

自宅 医療救護所 病院 

その他（        ） 

７  
男   

女 
 

自宅 医療救護所 病院 

その他（        ） 

８  
男   

女 
 

自宅 医療救護所 病院 

その他（        ） 

９  
男   

女 
 

自宅 医療救護所 病院 

その他（        ） 

１０  
男   

女 
 

自宅 医療救護所 病院 

その他（        ） 

※ 施設の通所者やヘルパー利用者について、確認できた人について記入してください。氏名、性別だけは

必ず記入してください。未確認の人がいても、下記の期限までに必ず報告してください。 

※ 名簿の報告期限・場所 

１次報告・・・・安否確認が一通り済み次第速やかに、最寄りの地域づくりセンターまで 

最終報告・・・・発災から３日目の１２時までに、最寄りの地域づくりセンターまで 

 

 

（様式例） 
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資料編 
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地域 

災害時医療救護活動マニュアル 

【要援護者班】 
■ 福祉政策課・・・  
安否確認の所管課
（取りまとめ） 
民生委員への協力依
頼、調整 

■ 高齢福祉課、障がい
福祉課、生活福祉課、
こども福祉課・・・
要援護者の確認作業 

■ 災害対策本部 

 

一般避難所 

 

 

 

 

 

 

時間推移でみる各局面における対応の考え方 
（日常時～災害時～復旧・復興期の流れ・フロー図） 

資料１ 

救
出 

安
否
確
認 

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ 

（振
り
分
け
） 

災害対策本部 

民生委員 
集約 

■ 健康づくり課 

・・・スクリーニ

ングの指導・調整 

（実際のスクリー

ニングは外部支援

者が行う） 

 

要援護者班 
① 総務・調整（福祉政策課・保険課） 

② 安否確認・避難生活 

 （高齢福祉課・障がい福祉課・生活

福祉課・こども福祉課） 

③ 環境整備（保育課・こども育成課） 

④ 救護・スクリーニング 

    （保健総務課・健康づくり課） 

要
援
護
者
支
援 

情報集約 

発信・情報提供 

サービス事業所 

地区・町会 

消防関係 

社協 

■ 社会福祉協議会・・・  

日常からの見守り安心ネ

ットワーク形成支援 

日常時 

医療救護所

（23 ヶ所） 

搬送 

医務班 
医師会、歯科医師会、薬剤師会、広域消防局、

災害拠点病院、救命救急センター、保健所、 

市（保健総務課、健康づくり課他） 

（医務課・健康づくり課他） 

 

災害拠点病院 

救命救急センター 

災害医療センター 

診療所 

薬局 

等 

発災 

各種団体 

救
助 

移
動
支
援 

ＤＭＡＴ 
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■（外部ボランティアの需給調整）社会福祉協議会 

■（行政の担当窓口）福祉政策課 

■（衛生・健康）健康づくり課 

■（食事・環境）保育課、こども育成課 

■下記専門相談の窓口を設置 

＊ こども関係 

＊ 外国籍市民等相談関係 

＊ 心のケア（精神等）関係 

 ＊ 障がい専門相談関係 

■（運営調整）福祉政策課 

■（ケース調整）高齢福祉課、障がい福

祉課、生活福祉課、こど

も福祉課 

■（運営調整）福祉政策課 

■（ケース調整）高齢福祉課、障がい福

祉課、生活福祉課、こど

も福祉課 

■（運営調整）医務班 

■（ケース調整）医務班 

■ 建設部・・・設置調整 

 

■（運営調整）高齢福祉課、障がい福祉課、 

生活福祉課、こども福祉課 

■（ケース調整）外部支援者 

 

（担当） 

（運営） 

（担当） 

（担当） 

仮設住宅 

（体制整備） 

避難生活支援 

報
告 

入院 

緊急入所 

福祉避難所 

災害ボランティアセンター 

一般避難所 

相談支援 

在宅生活 

（衛生管理・食事管理・健康管理・環境整備の指導） 

（担当） 

（時間の目安） 

       発災後 3 時間    発災後 72 時間    概ね 4 日目～2 週間   概ね 3 週間～ 

発災 ⇒ 救出・救助 ⇒  安否確認   ⇒  避難生活期 ⇒ 復旧・復興期 

              スクリーニング  
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本プランの基本理念と３つの重点目標 

 

２００４（平成１６）年は、最大震度７を観測した新潟県中越地震をはじめ、全国各地で甚

大な被害が多発しました。近年の災害においては、高齢者や障がい者の被害が大きな割合を占

めており、災害時要援護者となりうる方々への対策は、日常からしっかりと進める必要がある、

行政と市民が協力して進める必要がある、と考えられるようになっています。 

本市は、日本海側から太平洋側面にかけて走る長大な「糸魚川―静岡構造線」の中央に位置

し、牛伏寺断層、松本盆地東縁断層群、境峠－神谷断層帯が確認され、直下型地震の発生する

危険が高い地域と指摘されています。 

こうした中、災害における高齢者、障がい者等の要援護者支援が十分でなかった反省を受け、

２００６（平成１８）年３月、内閣府は「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」（以下、「ガ

イドライン」）を策定しました。 

本市においても、現在、災害時要援護者支援プランを策定し、官民協働における防災・減災

体制を構築中であり、いかに日常的な地域活動と災害時の要援護者支援が連動していくのかを

あわせて検討しています。平成２０年度に全体の考え方をしめす「ガイドライン」を策定し、

この度、その具体化を示すマニュアル（行政用、住民用、福祉事業者用）を作成するに至りま

した。 

ガイドラインでは、地域防災計画の基本方針を基本理念に掲げ、新たに４つの重点目標を設

けています。 

松本市地域防災計画・防災の基本方針」 

１ 防災対策を行うにあたっては、次の事項を基本とし、それぞれの段階において、市、県、指定地方行政機 

関、指定公共機関、その他関係機関及び市民がそれぞれの役割を認識しつつ一体となって最善の対策をとる 

ものとする。  

特に、災害時の被害を最小化する、いわゆる「減災」の考え方を防災の基本方針とし、たとえ被災したと 

しても人命が失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、対策の一層の充実 

を図る。 

○ 周到かつ十分な災害予防  

○ 迅速かつ円滑な災害応急対策  

○ 適切かつ速やかな災害復旧・復興  

２ 市、県、防災関係機関は、緊密な連携のもとに、人命の安全を第一に、次の事項を基本とし、必要な措置 

を講じるものとする。  

○ 防災施設・設備の整備の促進  

○ 防災体制の充実  

○ 市民の防災意識の高揚及び自主防災組織の育成強化  

○ 高齢者、障がい者、児童、傷病者、外国籍市民、外国人旅行者、観光客、乳幼児、妊産婦など特に配慮 

を要する者（以下「要配慮者」という。）や女性を含めた多くの住民の地域防災活動への参画 

  〇 地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図るため、防災 

に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参画を拡大し、男女共同参画の視点を取り入 

れた防災体制を確立 

○ 防災関係機関、住民等の間、住民等と行政の間での防災情報の共有  

３ 市民は、「自分の命は自分で守る」との認識のもと、地域、職場、家庭等において互いに協力しあい、災 

害時を念頭に置いた防災対策を常日頃から講ずるものとする。 

 ４ どこでも起こりうる災害時の被害を最小化し、安全・安心を確保するためには、行政による公助はもとよ 

り、個々人の自覚に根ざした自助、身近な地域コミュニティ等による共助が必要であり、個人や家庭、地域、 

企業、団体等社会の様々な主体が連携して日常的に減災のための行動と投資を息長く行う運動を展開するも 

のとする。また、その推進に当たっては、時機に応じた重点課題を設定する実施方針を定めるとともに、関 

係機関等の連携の強化を図る。 

資料２ 
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重点①「要援護者の生命と暮らしを守る」 

災害時要援護者支援は、災害対応の重要課題です。要援護者の生命を守るためには、日

頃から住民自治の基盤を強化し、チームアプロ―チによるケア体制をしくみ化することが

重要です。大規模災害発生後など、行政サービスの不足が目立つ被災地では、住民の助け

あい活動や医療・保健・福祉サービスの連携協働が最も効果的なセーフティネットとなり

ます。その後、行政と市民、福祉事業者が協力して関連死や感染を防ぐ必要があります。 

 

ケースワーカー 

地域包括支援センター 

ケアマネジャー 

サービス提供事業者 

地域生活支援センター 

       等 

 

    町会長 

    民生委員 

    地域づくりｾﾝﾀｰ 

    公民館 

    福祉ひろば 

        等 

 社会福祉 

 協議会 

地域関係者 

 
 

保健師 

主治医 

当事者 

専門 
ケア 

住民 
自治 

全職員の理

解と本庁各

課の役割分

担の見直し

検討 

重点②「“災害にも強い”地域づくりの推進」 
」 

ボランティア活動 

手話・要約筆記 

多文化共生 

移動支援 

動物愛護 

子育て支援 

相談活動 その他 

    地域活動 

        町会 

       自主防災 

       清掃活動 

        老人会 

       交通安全 

         ＰＴＡ 

        運動会 

       おまつり 

     近所づきあい 

防災活動 

訓練（救助、避

難、避難所組

織体制づくり） 

要援護者台

帳・マップ活用 

 

福祉活動 

民協 

サロン活動 

配食活動 

見守り 

訪問活動 

座談会・学習会 

緊急活動 

安否確認 

救出救助 

消火 

避難誘導 

避難所開設 

避難所運営 

食事管理 

衛生管理 

健康管理 

物資管理 

情報共有 

市との調整 

その他 

発
災 

日常の地域活動の充実が、災害時では要援護者支援の底力となります。災害時要援護者支

援のしくみづくりは、平常時にも、災害時にも、適用できるよう構築します。地域活動、

防災活動、福祉活動、ボランティア活動の関係者が連携できるしくみづくり、活動の推進

が大切であり、当事者の方と話し合いながら進めていきます。 
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重点③「災害を通じた官民協働による減災対策の推進」 
」 

大規模災害時には全庁体制による災害対策本部が設置されます。全職員が日常業務と

災害対応を兼務し、一時的に災害対応が優先されます。本市では、モデル事業など官民

協働による減災の取組みを進めており、災害時にスムーズな対応が図られるよう、周知

徹底します。 

 

フォーマル部門 

 

○行政関係機関 
・危機管理担当部署 
・医療 〃 
・保健福祉 〃 
・国際 〃 
・環境 〃 
・建設 〃 
・商工 〃  等 
 
○医療保健福祉関係機関 
・医師会、看護協会等 
・医療法人、社会福祉法人 
・社会福祉協議会 
・介護サービス事業所等 

  

役
割
を
担
い
合
う 

災
害
時
要
援
護
者
対
策
づ
く
り 

インフォーマル部門 

 

○地縁組織 
・町会 
・自主防災組織 
・民生児童委員協議会 
・老人会、婦人会、子ども会 
・交通安全協会 
・地域ボランティア 等 
 
○知縁組織 
・分野別ボランティア 
・ＮＰＯ 
・当事者組織 
（セルフヘルプグループ） 
・企業・組合・生協・農協等 

 

協働のテーブルづくり 
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松本市災害時要援護者支援プランの概要（定義等） 

 

（１）要援護者の「定義」 

○ 地域防災計画における要援護者（要配慮者）の定義は以下の通りです。 

『高齢者、障がい者、児童、傷病者、外国籍市民、外国人旅行者、観光客、乳幼児、 

妊産婦など特に配慮を要する者』 

 

○ 昨今の大規模災害では、各自治体があらかじめ設定する「要援護者」の安否確認を発災

後、いち早く行い、都道府県、国へ報告する流れになっています。本市でも、安否確認を

行う要援護者を以下の通り設定し、安否確認体制を整備します。 
 

【要援護者の支援の上位概念】 

    最優先要援護者        その他要援護者 

     高            中                  低 

 

 

 

 

 
 

 

○ 災害時に行政でまず安否確認し、報告する要援護者の範囲は以下のとおりです。 

 

種別 程度 備考 

重度 

身体障がい者 

身体障害者手帳１

級・２級 
4,369名 

重度 

知的障がい者 
療育手帳Ａ１ 654名 

重度 

精神障がい者 

精神障害者保健福

祉手帳１級 
1,167名 

介護保険 

認定者 
要介護３～５ 4,497名 

難病者 指定難病受給者 1,795名 

高齢者 75歳以上単身者 11,076名（施設入所者含む） 

避難行動要支

援者名簿の申

請登録者 

上記に該当しない

高齢者や障がい

者、妊産婦、乳幼

児、外国籍市民等 

850名 

令和２年３月３１日現在      

 

○ 災害時要援護者のうち、社会福祉施設入所者（ケア付集合住宅入居者や宿泊サービス利

用者を含む）については、施設管理者との連携により、安否確認、救出・救助・避難生活

期支援を行います。 

 

 

優先的に病院・ 

福祉避難所 

声かけの範疇 

（声をかければ大丈夫な人） 

重度・移動
困難者 

資料３ 
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（２）エリア設定の考え方 

○ 今回、本支援プラン策定にあたっては、以下の通り、各分野における適正範囲（一定の

エリア）を設定し、具体的展開方策を提示します。 

  ・主に町会をエリアとして検討する分野・・・高齢者、乳幼児、児童、妊産婦 

 ・主に地区をエリアとして検討する分野・・・障がい児・者、難病患者、生活保護世帯 

 ・主に全市をエリアとして検討する分野・・・外国籍市民 

 

【エリアの考え方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）個人情報保護の考え方（詳細については資料８を参照） 

○ 個人情報保護法では、災害時と日常時における要援護者情報共有ルールが異なるため、

しっかり理解し、発災後はすばやく情報の共有化を図ります。 

 

【災害時の要援護者情報の共有】 

 重度の要援護者 軽度の要援護者 

専門的支援者 

（行政関係） 

家族状況、病歴、支援者等広範

な情報 ⇒同意不要 

連絡先、家族等簡易な情報 

⇒同意不要  

地域関係者 

（民生委員、町会長等） 

家族状況、病歴、支援者等広範

な情報 ⇒同意不要 

連絡先、家族等簡易な情報 

⇒同意不要  

⇒災害時は、要援護者の生命と暮らしを守る観点から、官民連携し、積極的に情報の共有に

努める（要援護者情報を出す）必要があります。 

 

【日常時の要援護者情報の共有】 

 重度の要援護者 軽度の要援護者 

専門的支援者 

（行政関係） 

家族状況、病歴、支援者等広

範な情報 ⇒同意不要 

連絡先、家族等簡易な情報 

⇒同意不要  

地域関係者 

（民生委員、町会長等） 

家族状況、病歴、支援者等広

範な情報 ⇒同意必要 

連絡先、家族等簡易な情報 

⇒同意必要  

⇒平常時は、原則として本人の同意なく、第三者に情報を提供せず、個人情報の保護においては、

漏洩対策や管理ルールの徹底を図る必要があります。 

                          

（全市） 

                                    

                

（地区） 
                     障がい児・者等 
 

←地域･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
団体･NPO・社協
との連携 

←専門職･当事者ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ当事者・地域・ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ団体等との連携 

←NPO 団体等
との連携 

外国籍市民 

（常会・町会） 
高齢者、乳幼児、児童、
妊産婦 
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災害の発生前後の各局面における福祉事業者の役割 

 

（１）災害警戒・避難準備情報の発令・情報収集（風水害等の場合） 

○災害が発生するまでに、的確な情報をキャッチし、必要な人への情報提供や避難勧告・指

示を行います。 

 

【基本的な考え方】 

・ 要援護者等、避難行動や情報面での支援を要する人も含めた市民の確実な避難 

・ 福祉事業者は、風水害等の情報に対し、常に情報収集のできる体制を確保し、災害発生ま

での危機管理体制を構築しておく必要あり 

・ 福祉事業者は、把握する要援護者（利用者）に対し、行政からの指示のもと、必要な情報

伝達を行う必要（必要に応じ、安否確認、避難誘導もあわせて行う必要あり） 

・ 道路冠水等で危険な中を避難するような事態の回避等、避難行動における安全の確保 

・ 真に切迫した状況では、生命を守る最低限の行動の選択 

※ 自然現象のため不測の事態等も想定されることから、避難行動は、計画された避難場所等

に避難することが必ずしも適切ではなく、事態の切迫した状況等に応じて自宅や隣接建物の

２階等に避難することもあります。 

 

【避難に関する情報】 

 

 

 

 

 

 

  

 

● 情報収集や避難の判断、避難行動に困難を伴う災害時要援護者は、一般の避難者より避

難に多くの時間を必要とし、何らかのサポートが必要となります。 

本市では、「避難勧告」の発令の前に、「避難準備・高齢者等避難開始」を設けています。

避難準備情報は、災害発生の危険性が予想される段階で、非常持ち出し品の用意や家族等

への連絡等、避難するための事前準備を呼びかけると同時に、避難行動に困難を伴う災害

時要援護者等に対し、災害発生の危険が高まる前に早めの避難を呼びかけるものです。 

 

 

 

 

 

本
市
に
よ
る
発
表 

避難準備・高齢者等避難開始

（９０～１２０分前） 
 
要援護者等、特に避

難行動に時間を要す
る者が避難行動を開
始しなければならな
い段階であり、人的被
害の発生する可能性
が高まった状況 
 
 

避難勧告 
（６０分前） 

 
通常の避難行動が

できる者が避難行動
を開始しなければな
らない段階であり、人
的被害の発生する可
能性が明らかに高ま
った状況 
 
 
 

避難指示（緊急） 
（３０分前） 

 
前兆現象の発生、現

在の切迫した状況か
ら、人的被害の発生す
る危険性が非常に高
いと判断された状況。
人的被害の発生した
状況等 
 

資料４ 
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● 岡谷市などで大きな被害の出た平成18年7月豪雨では、急激な河川の水の上昇により、適

切なタイミングで避難情報を提供できなかったケースが見受けられました。また、避難勧告

等の発令が夜間に及んだり、適切なタイミングが見出せず、避難勧告を発令できなかったケ

ースも見受けられました。 

風水害等、事前対応が可能な災害については、避難準備・高齢者等避難開始が発令された

時点で、直ちに要援護者に対し避難準備の呼びかけを伝達できるかどうかが、生命線ともい

えます。 

 

● 本市においては、メール、電話、ＦＡＸ等、あらゆる情報伝達手段を用いて、要援護者に

必要な情報が届くように最善の努力を行います。福祉事業者においては、日常的な要援護者

の把握を行っていることから、行政からの情報をいち早くキャッチし、要援護者への適切な

指示、助言を行います。 

 

【災害警戒・避難準備情報の発令・情報収集における役割分担】 

対応主体 取組み内容 

行政 □災害情報の収集・伝達（河川情報、気象警報等の収集・整理・

伝達）、災害危険箇所の警戒 

□社協、相談支援事業者、福祉事業者、民生委員、自主防災組

織等地域関係者への情報伝達・連絡調整 

□避難所の開設準備 

□避難準備情報の発令（多様な伝達手段を活用） 

□最優先要援護者等の連絡 

相談支援事業者、福

祉事業者 

□行政からの情報を受け、要援護者支援体制の確保 

□河川情報、気象警報等の情報収集 

□サービス利用者への情報伝達 

地域組織・団体・災害ボラ

ンティアセンター 

□河川情報、気象警報等の情報収集 

□行政からの情報を受け、要援護者支援体制の確保 

□要援護者への情報伝達 

災害時要援護者・家族 □河川情報、気象警報等の情報収集 

□防災（避難）グッズの確認 

□支援者からの情報受理 
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（２）安否確認・救出救助およびスクリーニング 

ｱ 安否確認・救出救助 

○発災後、素早く安否確認を完了させるためには、地域住民、サービス事業者等からの情報

提供が不可欠になります。３日間での完了をめざします。 

【基本的な考え方】 

３０分  ①自分の生命を自分で守り、状況把握に努める 

      ②一時集合場所での地域支援体制づくり 

３時間  ①近隣の生命を守る 

②安否確認および安全な場所への避難 

③被災状況の確認 

④被災被害の情報の収集・発信 

⑤災害対策本部の立ち上げと災害対応策の検討 

３○日  ①全ての人の安否確認の終了 

②安全な場所の確保と避難生活の整備 

● 災害発生から避難生活期に至るまでのプロセスにおいて、どのような支援力を必要とす

るかについて、「3・3・3の法則」という考え方があります。 

まず、発災後、30 分までに自身、家族の安全を確保し、一時集合場所へ避難し、3 時間

までに地域において最も危険な人の発見・救出に向かい、その後、3 日までに全ての人の

安否確認と安全な避難を行う、という考え方です。 

 

● 平成 7年の阪神・淡路大震災では、生き埋めになったり、建物内に閉じ込められた人の

うち、生存して救出された人の約 95％は自力で脱出したか、もしくは家族や友人・隣人に

救助されています。また、平成 16年の災害における死亡者・行方不明者の約 6割が 65 歳

以上の高齢者でした。 

 

● 発災後の救出・救助については、これまでの災害の事例から、直接行政が現場へ赴き、

救出・救助活動を行うことは、極めて困難であるといわれています。 

そのため、地域関係者や、福祉事業者等による救出・救助が現実的かつ、有効な方策と

いえ、日常からの安否確認体制、救出・救助体制の確立が急がれます。 

 

● 災害時要援護者の安否確認の担い手は、民生委員児童委員を中心とする、要援護者の方

の近くにお住まいの近隣住民、ヘルパー派遣やデイサービスなどを行い日頃から要援護者

の方に接している福祉事業者、障がいのある人などが入会している当事者団体等になると

考えられます。 

それらの人々も被災する可能性があり、安否確認がスムーズに進みそうにない場合は、

名簿を外部の支援者に提供して迅速に進めていく必要があります。 

ここで、災害時の名簿公開には本人の同意は必要ありませんが、それでも、不安の大き

い被災者にとって心の負担になることがありえます。 

少しでも負担をやわらげるよう、名簿を参考にしながら周辺の訪問も兼ねるような取組

みの工夫や、共感と安心を促すような声かけを前提とした確認作業の迅速化を図る工夫が

求められます。 
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ｲ スクリーニング 

避難誘導後、要援護者については、心身の状況に合わせた生活環境の場に移動してもら

う必要があります。そのため各避難所において、スクリーニングを行います。 

 
【避難誘導～スクリーニングの流れ】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際のスクリーニングは主として外部支援者が行い、健康づくり課の保健師は指導・調整・

配置を行います。健康づくり課の保健師で医療救護所の対応をしていた者は、医療救護所の任

務が終了次第合流します。 

 

初めは避難所での業務が中心になりますが、その後、在宅の要援護者へと比重が移ります。

在宅でサービスを利用している人は、居宅介護支援事業所が安否確認と同時にスクリーニング

を行います。 

 

スクリーニング用紙の様式は次頁からのとおりです。作成したシートは、安否確認・避難生

活支援係（障がい福祉課・生活福祉課・高齢福祉課・こども福祉課）に引き継ぎます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事前避難） （災害後の避難） 

要
援
護
者 

指定 

避難所 

要
援
護
者 

地域関係者・事業者

等が避難誘導 

一時集

合場所 

指定 

避難所 

緊急 

入所 

福祉 

避難所 

地域関係者・事業者等が

救出/救助・避難誘導 

外部支援者（保健師）

によるスクリーニング 

地元保健師による 

助言および調整 
要援護者班 

医療 

救護所 

病 院 
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第 1シート 発災～4日目くらいまで                   記入日（    月    日     回目） 

災害時における避難生活期に向けてのスクリーニングシート     記入者（                   ） 

氏名
フリガナ

 （   才） 男 女 所在地 自宅（         ）・避難所（           ）・その他 

住所  電話番号  

同居・家族構成 
（ ）同居家族あり ⇒     

（ ）同居家族なし                         付添人（        続柄：     ） 

簡易所見 

□透析、酸素、吸引など、緊急的な支援の必要性が見受けられる 

□ケガ、身体の状態、発熱、脈や発汗の異常性等から体調不良や支援の必要性が見受けられる 

□脈や発汗の異常性などから、体調不良や支援の必要性が見受けられる 

□その他(                                                     ) 

ＡＤＬ情報  

① 移動・移乗 ☐自立 ☐杖・補助具 ☐車いす ☐支援必要 ☐全介助（避難所生活困難） 

② 食事 ☐自立 ☐特別食等要配慮 ☐支援必要 ☐全介助（避難所生活困難） 

③ 排せつ ☐自立 ☐ポータブルトイレ ☐支援必要 ☐オムツ・パッド ☐全介助（避難所生活困難） 

④ 入浴 ☐自立 ☐支援必要 ☐福祉道具必要 ☐要介助 ☐全介助 

⑤ コミュニケーション ☐問題なし ☐福祉用具必要 ☐意思疎通困難 ☐意思表示困難 ☐見えない ☐難聴 

⑥ 行動（障がい） ☐特になし ☐感情が不安定 ☐被害的 ☐徘徊 ☐その他（            ） 

介護認定等情報 

介護認定 有 (         ) ・ 無 
障害手帳 有 (         ) ・ 無 
その他留意事項 
（                      ） 

☐ 透析（        ） ☐ 在宅酸素（        ） 

☐ 食事制限（                        ） 

☐ アレルギー（                       ） 

☐ 経管栄養（                        ） 

☐ インスリン注射（                    ） 

☐ 感染症（                         ） 

☐ その他（                         ） 

☐ オムツサイズ( Ｓ ・ Ｍ ・ Ｌ ・ ＬＬ ・ （      ）） 

 

 
                                   
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                   
                                   
                                    

現在の疾病・ 
病名・服薬名 

 
 

お薬手帳  有  ・ 無 

連携している 
専門職 

かかりつけ医 
担当： 

ＴＥＬ： 

ケアマネジャー 
担当： 

ＴＥＬ： 

包括支援センター 
担当： 

ＴＥＬ： 

 

家族住所・連絡先 
 
 

必要物品 

 
 
 
 

特記事項 

 
 
 
 

  

判断 

(    ) 避難所で生活できる。ただし、マット・ポータブルトイレ・食事配慮など必要 
(    ) 避難所で、地域や家族の支援が必要 
(    ) 福祉避難所入所が必要 
(    ) 在宅でのケア・介護保険制度活用などが必要⇔(               ） 
(    ) 医療ケア・入院等が必要 
(    ) その他 

軽 度 重 度 
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名前（              ） 

第２シート 第１シート記入から1週間目を目途に           ※記入日（                 ） 

※生活 7領域から見た被災生活の状況（該当する□を塗りつぶして下さい）  

 

生活７領域  
望み・意欲・関心 判断 

やる気ある やる気ない 本人可能 一部・必要 全・必要 

衣 

清潔な下着・オムツの確保が急がれる □ある □ない ☐できる □一部支援必要 □支援必要 

清潔な下着・衣類の着替えが必要 □ある □ない ☐できる □一部介助必要 □全介助必要 

下着や衣類の整理・洗濯が必要 □ある □ない ☐できる □一部介助必要 □全介助必要 

食 

水分の確保・制限が必要 □ある □ない ☐できる □一部支援必要 □支援必要 

配慮ある食事の確保・制限が必要 □ある □ない ☐できる □一部支援必要 □支援必要 

食事介助が必要 □ある □ない ☐できる □一部介助必要 □全介助必要 

住 

安心して眠れる場所の確保が必要 □ある □ない ☐できる □一部支援必要 □支援必要 

移動・移乗介助が必要 □ある □ない ☐できる □一部介助必要 □全介助必要 

集団生活環境への配慮が必要 □ある □ない ☐できる □一部支援必要 □支援必要 

体
の
健
康 

障がい・痛みの対応が必要 □ある □ない ☐できる □一部介助必要 □全介助必要 

受診・治療が必要 □ある □ない ☐できる □一部支援必要 □支援必要 

服薬介助が必要 □ある □ない ☐できる □一部介助必要 □全介助必要 

体を動かすケアが必要 □ある □ない ☐できる □一部介助必要 □全介助必要 

体の清潔を保つケアが必要 □ある □ない ☐できる □一部介助必要 □全介助必要 

口腔ケアが必要 □ある □ない ☐できる □一部介助必要 □全介助必要 

心
の
健
康 

睡眠不足や不安除去が必要 □ある □ない ☐できる □一部支援必要 □支援必要 

ＰＴＳＤへの対応が必要 □ある □ない ☐できる □一部支援必要 □支援必要 

意欲や希望のある状態への配慮が必要 □ある □ない ☐できる □一部支援必要 □支援必要 

家
族
関
係 

家族の支援が震災により得られない □ある □ない ☐できる □一部支援必要 □支援必要 

家族や親せきからの支援が必要 □ある □ない ☐できる □一部支援必要 □支援必要 

家族との連絡調整や交流が必要 □ある □ない ☐できる □一部支援必要 □支援必要 

社
会
関
係 

近隣や親しい人との交流が困難 □ある □ない ☐できる □一部支援必要 □支援必要 

くらしの復旧に必要な情報が必要 □ある □ない ☐できる □一部支援必要 □支援必要 

くらしの復旧に必要な生活物資等が必要 □ある □ない ☐できる □一部支援必要 □支援必要 

（引き継ぎの留意点） 

１． 初回の判断からの変化を確認（改めて適切な判断内容を記入して下さい） 

（   ）医療的ケア＜入院＞、福祉的ケア＜緊急入所＞が必要と考えられる 
（   ）福祉避難所入所が必要と考えられる 
（   ）一般避難所生活可能と考えられる 
（   ）在宅にて介護保険制度活用が望ましい⇒（                   ） 

（   ）その他⇒（                                       ） 

 

２．引き継ぎに関する連絡事項や留意点などについて記入して下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 24 - 

 

個別カルテ 

名前（                    ） 

日時    年   月   日（  ） 記入者・記入者連絡先  

観察事項（課題） 対応事項 結果・評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今後の目標設定  

 

引継事項  

 

 

 

日時    年   月   日（  ） 記入者・記入者連絡先  

観察事項（課題） 対応事項 結果・評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今後の目標設定  

 

引継事項  

 

 

記録（    ）枚目 
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【安否確認・救出救助およびスクリーニングにおける役割分担】 

対応主体 取組み内容 

行政 □（水害等）危険地域の指定避難所を開設 

□安否確認作業の実施、関係機関との安否確認状況の整理・把

握の実施（抜け、漏れ、落ちに対する迅速かつ適切な対応） 

相談支援事業者、福

祉事業者 

□職員・組織体制の整備（緊急組織体制） 

□サービス利用者への安否確認 

□初期の状況把握、ニーズ把握 

□サービス利用者安否確認情報の災害時要援護者行

政への報告（連絡方法については、事前に協議・訓

練等が必要） 

□（必要に応じて）要援護者の救出・救助 

地域組織・団体・災害ボラ

ンティアセンター 

□自身、家族の安全の確保 

□要援護者の安否確認（場合により、救出・救助活動） 

□初期の状況把握、ニーズ把握 

災害時要援護者・家族 □避難準備 

□緊急入所等対応事項の連絡 
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（３）避難所設置（緊急入所・福祉避難所設置） 

 ○ 要援護者支援では、関連死等の二次災害を防ぐことが最大の目標となります。要

援護者支援の体制整備が不可欠になります。そこで適切な避難場所の確保を促しま

す。 

 

【福祉避難所とは】  

○要援護者のために特別の配慮がなされた避難所のこと。災害救助法が適用された場合に

おいて、概ね 10 名の要援護者に 1 名の生活相談職員（要援護者に対して生活支援・心の

ケア・相談等を行う上で専門的な知識を有する者）等の配置、要援護者に配慮したポータブ

ルトイレ、手すり、仮説スロープ、情報伝達機器等の器物、日常生活上の支援を行うために

必要な紙おむつ、ストーマ用装具等の消耗機材の費用について国庫補助が受けることがで

きます。 

○福祉避難所としては、施設がバリアフリー化されている等、要援護者の利用に適しており、

生活相談員等の確保が比較的容易である老人福祉センター、養護学校等の既存施設を活

用することが例示として挙げられています（本市においては、現在、検討中）。 

 

【緊急入所と福祉避難所の考え方について】 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ● 避難所とは、災害によって短期間の避難生活を余儀なくされた場合に、一定期間

の避難生活を行う施設のことです。地域の学校の体育館などの施設が指定されてい

る場合が多く見受けられます。 

避難所となる施設は、自治体ごとに策定される地域防災計画により指定される事

が多くなっています。 

一定期間とはいえ大人数で生活するため、上手に運営を行わなければ、様々な問

重度 軽度 

 

   緊急入所措置 

  （介護保険等制度適用） 

 

 福祉避難所入所 ／ 福祉スペース（静養室） 

     （災害救助法適用） 

介護保険（ヘルプ派遣）適用有り 

※現在は、介護

職、ヘルパー派遣

はボランティアの範

疇 

障がい分野（身体・知的・精神･･･） 

一般避難所 
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題が発生します。プライバシーの確保、場所の活用、資材分配、通常生活の地域コ

ミュニティで抱える問題の延長線上の問題、関連死などが発生すると言われていま

す。 

しかし、阪神・淡路大震災以降、社会福祉協議会や民生委員、災害ボランティア

の経験を積んだ組織の活動などにより、安心で快適な避難所の運営を目指した先進

的な事例報告が残されています。 

 

 

  ● 高齢者や障がい者などの災害時要援護者は、一般の避難所の生活では、疲労やス

トレス、持病の悪化等を原因とする関連死に至る事例が報告されています。このよ

うな関連死を防ぐために福祉避難所が制度化されました。 

 

 

 

 

  【参考】 
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● 福祉避難所の設置期間は、被災の状況によって設置期間は異なります。災害発生

後、３日から１週間で福祉避難所を開設することが望ましいと考えられます。入所

された方の様子を踏まえて、また、ライフラインの復旧が進み、地域での生活が可

能になれば、福祉避難所を閉鎖します。 

 

● 福祉避難所の設置・運営は、市が設置し、社会福祉法人などと連携して運営しま

す。すばやく拠点を確保し、バリアフリー化を心がけるとともに、ベッドや介護機

器など、必要な備品・消耗品を確保します。 

災害により上下水道に被害がある場合、トイレと入浴の対策は最重要事項になり

ます。そのため、事前協定化などにより、施設や必要な資器材のスムーズな確保を

行うことが必要となる場合があります。また、全国各地からの専門職の派遣を要請

することも検討します。 

 

● また、緊急入所および福祉避難所設置については、事前に協定を締結し、非常時

に速やかに対応が図られるようにしておくことが重要です。福祉事業者については、

公益的立場、社会的使命を鑑みて、災害時における要援護者を守る役割を果たすた

め、事前協定を行政等と締結することが求められます。 

 

【避難所設置（緊急入所・福祉避難所設置）における役割分担】 

対応主体 取組み内容 

行政 □避難所の運営 

□施設への緊急入所措置及び福祉避難所開設準備・調整 

□要援護者の避難者名簿の作成、安否確認 

□要援護者用窓口の設置 

□避難所における緊急対応（トイレの設置等） 

相談支援事業者、福

祉事業者 

□体調不良を訴える要援護者の搬送 

□（引き続き）サービス利用者の安否確認、避難支援 

□（事前協定に基づく）緊急入所受け入れ 

□（事前協定に基づく）福祉避難所設置協力・運営 

地域組織・団体・災害ボラ

ンティアセンター 

□地域内の要援護者の安否確認（避難所にて要援護者名簿の

作成を行った上で抜け、漏れ、落ちの確認） 

□避難所内外における要援護者のニーズ把握・対応 

□災害ボランティアセンターの立ち上げ・運営 

災害時要援護者・家族 □（引き続き）支援者とともに避難 

□施設への緊急入所、福祉避難所入所 
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災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定書 

 

 松本市（以下「甲」という。）と、      （以下「乙」という。）とは、災害時

における福祉避難所の設置運営に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、松本市内で大規模な災害が発生した場合において、災害時要援護者

（以下「要援護者」という。）の避難援護のために乙の運営する施設内において、福祉

避難所を設置することについて、甲が乙に対して協力を要請するにあたり、必要な事項

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この協定において、福祉避難所とは、松本市災害時要援護者支援プランに基づき、

要援護者が支障なく避難生活を送るために特別な配慮がされた避難所を指し、本人及び

家族等の介助者を一時的に受入れる施設とする。 

（対象者） 

第３条 この協定における避難援護の対象となる者（以下「対象者」という。）は、福祉

施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅の要援護者で、一般の避難所生活に

おいて何らかの特別な配慮を要する者をいう。 

（福祉避難所として要請する施設） 

第４条 甲から乙へ、福祉避難所として受入れの協力を要請する施設は、別表のとおりと

する。 

（福祉避難所の開設） 

第５条 乙は、前条の要請を受けた時は、対象施設の被災状況や職員の参集状況等に応じ

て、甲との協議のうえ、受入態勢を整えるとともに、福祉避難所を開設するものとする。 

２ 甲は、前条の対象施設へ移送を要する対象者の受入れについて、あらかじめ対象施設

に電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を記載した書面で要請するものとする。ただし、

緊急を要する場合は、この限りではない。 

(1) 対象者の氏名、住所、生年月日、心身の状況、連絡先等  

(2) 介助者を伴う場合は、介助者の氏名、住所、続柄、連絡先  

(3) 緊急連絡先、担当ケアマネジャーの氏名及び所属 

(4) 福祉及び医療サービス利用状況 

３ 対象者の福祉避難所への受入れ時に、対象者の状況を的確に把握するため、出来る限

り家族等の同伴を求めるものとする。 

（福祉避難所の開設期間） 

第６条 この協定における福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。

ただし、災害の状況により開設期間を延長する必要がある場合は、甲と乙の協議のうえ、

延長できるものとする。 

２ 甲は、乙が早期に本来の活動を再開できるよう配慮するとともに、福祉避難所の早期

閉鎖に努めるものとする。 

（対象者の移送） 

第７条 甲の要請に基づき、乙が受入れを了承した場合、福祉避難所への対象者の移送は、

原則として当該対象者の家族等が行うものとするが、困難な場合は、甲と乙で協議して、

その時の状況に応じた対策をとることとする。 

【参考：本市における事前協定書（例）】 
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（福祉避難所の運営等） 

第８条 福祉避難所の運営は、乙の責任において行うものとし、甲は乙に協力するものと

する。 

２ 乙は、対象施設の職員により、対象者及び家族等に対し、必要な食品、被服、寝具、

その他生活に必要な援助を行うものとする。 

３ 乙は、対象施設の職員により、対象者や家族等の相談等の日常生活上の支援、及び対

象者が必要とする福祉サービスや保健医療サービスを受けられるための支援に努める

ものとする。 

（経費の負担） 

第９条 甲の要請により開設した福祉避難所の対象者の受入れに要した経費は、甲が負担

するものとする。 

２ 前項の規定により甲が負担する経費の算出は、災害救助法関連法令等の規定に準じる

ものとする。 

（個人情報の保護） 

第１０条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、福祉避難所の管理運営に当たり業

務上知り得た個人情報を、当該業務を処理するため以外に使用し、又は第三者に提供し

てはならない。 

（権利義務の譲渡等の制限） 

第１１条 乙は、この協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承さ

せ、又はその権利を担保に供してはならない。 

（必要物資等の協議） 

第１２条 甲及び乙は、本協定締結後、必要物資等について、あらかじめ協議するものと

する。 

（協定の有効期間） 

第１３条 この協定の有効期間は協定締結後１年間とし、甲、乙いずれかより異議の申し

立てがない限り、毎年自動更新されるものとする。 

（疑義の解決） 

第１４条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じた場合は、甲乙協

議のうえ、定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、各自１

通を保有する。 

 

令和  年  月  日 

 

（甲）所 在 地   松本市丸の内３番７号 

   名 称   松本市 

代表者職氏名   松本市長 臥雲 義尚 

 

（乙）所 在 地               

   名 称               

代表者職氏名               
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（別表） 

 

 福祉避難所として受入れの協力を要請する施設一覧 

施設名称 所 在 地 

○○○ 松本市○○＊＊＊＊番地 

△△△△△ 松本市○○＊丁目＊番＊号 

○○○○○○ 松本市○○＊＊＊＊番地 

△△△△ 松本市○○＊丁目＊番＊号 

○○○○ 松本市○○＊＊＊＊番地 

△△△△ 松本市○○＊丁目＊番＊号 
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（４）避難行動要支援者名簿の推進について 

ｱ 名簿の目的・概要 

災害発生時に、地域の理解と協力により市民の生命の安全を図るために「松本市

避難行動要支援者名簿」の活用を推進します。 

（本名簿の目的） 

災害発生時に、地域の理解と協力により市民の生命の安全を図ります。 

市民一人ひとりが自助と共助の精神を持ち、自ら災害対策を講じることを前提とし

つつ、近隣で可能な範囲での助け合いの体制づくり（見守り安心ネットワーク）に参

画することで、地域づくりの取組みに貢献することを目的とします。 

 

【避難行動要支援者名簿の流れ】 

 

避難行動要支援者                 名簿の提供先（地域関係者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    松本市 

 

（名簿掲載の対象者） 

避難行動要支援者とは、要援護者（要配慮者）のうち災害が発生したときや発生す

る恐れがあるときに、自ら避難することが困難で特に支援を必要とする方です。例え

ば、避難所まで移動が困難な人、持病や障がいで避難所での生活に困難をきたす人、

集団での適応が困難な人、情報を受け取ること・発信することが困難な人（※）など

です。なお、施設入所者は名簿掲載の対象とはなりません。 

 （※）避難行動要支援者の具体的イメージ（例） 

  ＊視覚障がい者、聴覚障がい者、上肢・下肢障がい者、知的障がい者、精神障がいを抱え他人の

助けを必要とする方、難病の方、複数の乳幼児を抱える家庭、妊産婦、日本語の不自由な外国

籍市民 等 

名簿掲載の申請や 

拒否の意向表示 
避難行動要支援者 

名簿等の提供 

見守り・避難支援・安否確認等 

見守り安心ネットワークの活用 

情報提供の 

意向確認 

相談・報告 

地域（町会）との関わり 

（町会・民生委員・社協・警察等） 

災害時は人命の保護を最優先するため、

情報提供拒否者でも情報を提供 
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広域支援ネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

市域ネットワーク 

 

ｲ 平常時からの要援護者支援について 

本名簿は、従来から取り組まれている「見守り安心ネットワーク」と連動させるこ

とで、さらなる小地域ネットワークの形成や自治力の向上をめざします。また、本名

簿は地域ケアシステムのニーズ把握の機会として大いに活用し、本市の地域ケアシス

テムを検討していくため、積極的に取組みを進めていきます。 

 

【広域支援ネットワークと松本市域ネットワーク】 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                     

 

 

 

 

 

 

  

 サービス事業者とのネットワーク・連携 

   災害時の要援護者支援を想定する場合、日常からサービス提供を受けている利用

者（要援護者）にとって、サービス事業者は安心で心強い存在です。また、災害時

には比較的難易度の高い介護サービスが求められる傾向から、福祉・保健サービス

を行う専門職員の連携・協力体制は、要援護者を支える上で、必要不可欠な存在と

いえます。 

特に、平成 19 年度の新潟中越沖地震では、社会福祉法人が中心となり、要援護

者支援の受け皿の確保、介護職員派遣を行いました。コーディネートは新潟県老人

福祉施設協議会（新潟県老施協）が担い、全国老人福祉施設協議会（全国老施協）

が広域支援にあたりました。本市においても、日常からの地域ケアシステム構築を

念頭に置きながら、社会福祉法人を核としたサービス事業者とのネットワークを形

成していくことが重要と考えます。 

例えば、安否確認体制確立に向けた連携・協議、災害時の活動及び福祉避難所

設置についての連携・協議、避難生活時期における社会福祉法人（社会福祉施設協

議会）との事前協定のあり方等の検討を通じて、緩やかなネットワークを形成しま

す。 

県内外ネットワーク 

  

 

 

市福祉事業者 

 連絡会 

松塩筑内ネットワーク 

市内の 

民間事業所 
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資料７ 
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関係法令等 

 

（１）災害救助法（昭和二十二年十月十八日 法律第百十八号）（ 関係箇所抜粋） 

第二章 救助 

第十三条 都道府県知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、政

令で定めるところにより、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を災害

発生市町村の長が行うこととすることができる。 

２ 前項の規定により災害発生市町村の長が行う事務を除くほか、災害発生市町村

の長は、都道府県知事が行う救助を補助するものとする。 

第三章 費用 

第十八条 第四条の規定による救助に要する費用（救助の事務を行うのに必要な費

用を含む。）は、救助を行った都道府県知事等の統括する都道府県等が、これを支

弁する。 

第三十条 都道府県知事は、第十三条第一項の規定により救助の実施に関するその

権限に属する事務の一部を災害発生市町村の長が行うこととした場合又は都道府県

が救助に要する費用を支弁するいとまがない場合においては、当該救助に係る災害

発生市町村に、救助の実施に要する費用を一時繰替支弁させることができる。 

 

（２）災害救助法による救助の実施について（関係箇所抜粋） 

昭和４０年５月１１日付け 社施第９９号 各都道府県知事あて厚生省社会局長通知 

第５ 救助の程度、方法及び期間に関する事項 

1 救助の実施時期 

2 救助の種類別留意事項 

(1) 収容施設の供与 

ア 避難所 

（オ） 「福祉避難所」の対象者は、身体等の状況が特別養護老人ホーム又は老人

短期入所施設等へ入所するに至らない程度の者であって、「避難所」での

生活において特別な配慮を要する者であること。 

    また、「福祉避難所」における特別な配慮のために必要となる費用とは、

概ね１０人の対象者に１人の相談等に当たる介助員等を配置するための費

用、高齢者、障がい者等に配慮した簡易便器等の器物の費用及びその他日

常生活上の支援を行うために必要な消耗器材の費用とすること。 

 

 

資料９ 
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（３）大規模災害における応急救助の指針について（関係箇所抜粋） 

平成９年６月３０日付け 社援保第１２２号 各都道府県災害救助法主管部（局）長あて 厚生省社会・援護局保護課長通知 

第２ 応急救助の実施 

1 避難所の設置 

（3） 避難所の周知 

ア 避難所を指定した場合は、広報紙等により地域住民に対し周知を図るとともに、

防災の日等に年１回以上は広報を行うなど、周知徹底を図ること。特に福祉避難所

については、要援護者やその家族等に対して福祉避難所の場所や名称の周知を図る

こと。 

（11） 管理責任者の役割 

避難所の管理責任者は、概ね次の業務を行うこと。 

イ 被災者台帳に基づき、常に被災者の実態や需要を把握すること。救助に当たり

特別な配慮を要する者を把握した場合は、ホームヘルパーの派遣、社会福祉施設へ

の緊急入所又は福祉避難所への避難等を行うための連絡調整を行うこと。 

４ 生活必需品の提供 

（1） 被服、寝具などの生活必需品は避難生活に不可欠であることから、災害が発

生した場合にただちにこれを提供できるよう、備蓄の推進、他の都道府県との災害

援助協定の締結、事業者団体等との物資供給協定の締結等を図っておくこと。 

 また、要援護者の生活必需品として、紙おむつ、ストーマ用装具などの消耗器材

を法第２３条第１項第３号に基づき給与することが可能であるとともに、福祉避難

所においては、これらの消耗器材の費用を特別な配慮のために必要な通常の実費と

して加算することができることとなっている。このため、これらの消耗器材につい

ても、備蓄の推進、事業者団体等との物資供給協定の締結等を図っておくこと。 

第３ 応急救助に当たり特別な配慮を要する者への支援 

３ 避難所における支援対策 

（3） 福祉避難所の指定 

ア 要援護者（社会福祉施設等に緊急入所する者を除く。以下（3）、（4）及び（5）

において同じ。）が、相談等の必要な生活支援が受けられるなど、安心して生活が

できる体制を整備した福祉避難所を指定しておくこと。 

イ 福祉避難所として指定する施設は、原則として耐震、耐火、鉄筋構造を備え、

物理的障壁の除去（バリアフリー化）された老人福祉センター及び特別支援学校等

の施設とすること。また、平成１２年度より入所施設附設の防災拠点型地域交流ス

ペース整備事業が実施されたところであり、本事業を活用して入所施設を福祉避難

所として積極的に整備すること。 

ウ 福祉避難所を指定した場合は、その施設の情報（場所、収容可能人数、設備内

容等）や避難方法を、要援護者を含む地域住民に対し周知するとともに、周辺の福

祉関係者の十分な理解を得ておくこと。 

（4） 福祉避難所の量的確保 

 あらかじめ指定した福祉避難所のみでは量的に不足する場合は、厚生労働省と協

議の上、社会福祉施設等における設置や公的宿泊施設、旅館、ホテル等の借り上げ

により対応すること。 

（5） 福祉避難所への避難誘導 

ア 災害が発生し必要と認められる場合には、直ちに福祉避難所を設置し、被災し
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た要援護者を避難させること。なお、要援護者の家族についても、避難状況等を勘

案の上、必要に応じて福祉避難所に避難させて差し支えないこと。 

イ 避難に介助等を要する者に対しては、家族、民生委員、地域住民、都道府県又

は市町村職員等が協力して介助等を行うこととなるが、必要に応じて過度の負担と

ならない範囲で福祉避難所を設置する施設等の協力を得ること。 

（6） 福祉避難所の管理・運営 

ア 福祉避難所には、相談等に当たる介助員等を配置し、日常生活上の支援を行う

こと。 

イ 福祉避難所において相談等に当たる職員は、避難者の生活状況等を把握し、他

法により提供される介護を行う者（ホームヘルパー）の派遣等、避難者が必要な福

祉サービスや保健医療サービスを受けられるよう配慮すること。 

ウ 常時の介護や治療が必要となった者については、速やかに特別養護老人ホーム

等への入所や病院等への入院手続きをとること。また、このような状況を想定し、

あらかじめ関係機関と連絡調整しておくこと。 

エ 福祉避難所の設置は、対象者の特性からできる限り短くすることが望ましいこ

とから、福祉仮設住宅等への入居を図るほか、関係部局と連携を図り、高齢者世話

付き住宅（シルバーハウジング）への入居又は社会福祉施設等への入所等を積極的

に活用し、早期退所が図られるように努めること。 

（４）介護保険法関係（ 関係箇所抜粋） 

【介護保険法】第四章 保険給付 

（特例居宅介護サービス費の支給）  

第四十二条  市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居

宅介護サービス費を支給する。  

一  居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他や

むを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認め

るとき。  

（居宅介護サービス費等の額の特例）  

第五十条  市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることに

より、居宅サービス（これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。）、

地域密着型サービス（これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。）

若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると

認めた要介護被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる介護給付について当該各

号に定める規定を適用する場合（同条の規定により読み替えて適用する場合を除

く。）においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の九十を超

え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。 

 

【介護保険法施行規則】第三章 保険給付 

（居宅介護サービス費等の額の特例）  

第八十三条  法第五十条 の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとす

る。  

一  要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風

水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産につい

て著しい損害を受けたこと。  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%96%40%91%e6%8c%dc%8f%5c%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000005000000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000005000000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000005000000000000000000000000000000


- 41 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松本市災害時要援護者プラン マニュアル編（事業者用） 

平成２３年２月発行（改訂：令和３年２月） 

発 行：松本市健康福祉部福祉政策課 

〒390－8620 長野県松本市丸の内 3番 7号 

ＴＥＬ（0263）34－3000 

編 集：有限会社 コラボねっと 

〒663－8201 兵庫県西宮市田代町 14番 8号 105 

ＴＥＬ（0798）64－5849 

 


